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２学期の本校の教育活動・学習活動について 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 

 〇文部科学省、東京都教育庁、大田区教育委員会のガイドラインに則る。 

 〇２学期の学校行事については、現時点では予定通りに実施し、感染防止の対策をとった上で児童 

  の学びや経験の機会を保障する。 

 〇基本的な対策「常時換気」「３密を避ける」「マスクの正しい着用」「大きな声で話さない」「ハ 

  ンドソープでのこまめな手洗い」「手指の消毒」「校内の消毒」等を徹底する。 

 

【学校行事に関すること】 

 〇全校遠足・・・ ９月２８日（火） 予備日３０日（木） 

         お弁当無し。午前中に短時間で実施。給食を食べ午後は通常授業とする。 

         異学年で手をつなぐ代わりに小さな輪を持って歩く。 

 〇学校公開・・・１０月 ４日（月）～１０月 ９日（土） 

         登校時～１校時まで予約制で実施。 

         土曜日は２校時で下校し、３校時として自宅でオンライン授業を公開。 

 〇各種校外学習…各学年、バスの座席や見学場所にて感染対策をした上で実施。 

 〇６年移動教室…１１月２９日（月）～１１月３０日（火） 

         伊豆高原に変更。感染対策をした上で実施予定。（教育委員会決定） 

 〇音楽会・・・・１２月１０日（金）～１２月１１日（土） 

         児童鑑賞日は鑑賞学年を２つに分け、少人数で鑑賞する。 

         保護者鑑賞日は学年入れ替え制で、自分の学年のみの鑑賞とする。 

 〇小学校駅伝・・実施予定。（教育委員会決定） 

 〇保護者会・・・１２月２０日（月）１～３年生   ※同日に道徳授業地区公開講座を 

         １２月２２日（水）４～６年生            紙面と動画にて実施。 

         オンラインにて実施 

◆各行事については、現時点での予定です。今後の感染状況等によっては、実施方法等を変更する可能性

もあることをご了承ください。各行事の詳細については、別途お知らせを出していきます。 

 

 いつもとは違う夏休みが終わりました。期間こそ例年と同じ４２日間でしたが、その過ご

し方は例年とは違うものだったと存じます。 

 さて、２学期が始まり一週間がたちました。今学期も引き続き、新型コロナウイルス感染

予防の対策をとってまいります。ここで改めて、学校の取組についてお知らせいたします。

よくお読みいただき、ご家庭でも確実な取組のご協力をぜひお願い申し上げます。 

 



【日常の教育活動・学校生活等に関すること】 

 〇８時１５分を目安に登校し、玄関で３台の赤外線カメラにて検温を行い教室に向かっています。（１０月末まで朝遊びはありません。） 

 〇教室にそのまま入らず、学年ホール前にて健康チェックカードを確認します。カードを出した児童か 

  ら教室に入り、朝の支度や手洗いを行っています。 

 〇登校時、休み時間の前後、教室移動の前後では、手洗いや手指の消毒を行っています。 

 〇教室はエアコンを使用していても常時窓を開けて換気をしており、休み時間後には用務主事がトイ 

  レや蛇口等を消毒しています。放課後は各担任・専科教諭が共用部分を消毒しています。 

 〇各教室・特別教室では座席配置を工夫し、児童同士の間隔を１ｍとるようにしています。 

 〇児童同士の接触をできるだけ控えるために、休み時間の遊び場所を教室・屋上・体育館・小ホール・ 

  ランチルーム等、学年ごとに指定し、密にならないように配慮しています。 

 〇児童が列になる場面では、前後の間隔をしっかりとり、おしゃべりをしないようにしています。 

 〇集会・朝会等は、オンラインや動画配信で行っています。 

 〇委員会・クラブは児童同士が１ｍ以上の間隔をとり、大きな声を出さないようにし、マスク着用の上 

  換気に気をつけて実施しています。 

 〇各教科の学習内容・活動内容については、区のガイドラインを遵守して行っています。 

 〇感染防止対策にしっかり取り組みながら、必要以上に不安になったり、怖がったりしないよう正しい 

  知識を身に付けるために、養護教諭による保健指導を行っています。 

 〇感染症に関わる差別的な言動や不適切な態度が無いように、人権に配慮した学級指導を行っていま 

  す。 

 

【タブレットを活用した学びの保証について】 

 〇大田区教育委員会からの通知の通り、登校に不安を感じている場合の欠席は、これまで通り出席停止 

  扱いになります。（給食も停止することができます。ご相談ください。） 

 〇出席停止中の学習については、タブレット端末を活用し、meetによるオンライン授業や、学びポケ 

  ットを活用した学習をご家庭と連携しながら行っていきます。 

 〇学級閉鎖・学年閉鎖・臨時休校等の際も、オンライン授業等のタブレット端末を活用して児童の学び 

  を保障していきます。 

 〇タブレット端末は毎日持ち帰り、自宅で充電をして学校に持ってきます。原則は保護者の目の届く所 

  で使用し、児童の学習状況を確認していただくなど、ご家庭での管理をお願いいたします。 

◆タブレット端末を活用した自宅での学習には、ご家庭のご協力が必要です。学校でも技能や使用時のル

ールや情報モラルについて指導を重ねていきますが、ご家庭でもご協力をお願いいたします。 

 

【お願い】 

 〇毎日の健康観察について、児童本人だけではなく、ご家族全員の確認をお願いします。本人だけでは 

  なく、ご家族に発熱・咽頭痛等何らかの風邪症状がある場合も、登校はお控えください。その際は、 

  出席停止扱いとなります。また、健康チェックカードへの記載は必ず保護者の方が行ってください。 

 〇遅刻や早退時には、必ず保護者の方の送迎が必要になります。発熱等でのお迎えの場合は、保健室で 

  はなく、別室（相談室）にて看護をすることがあります。お迎えの際には職員室にお声がけください。 

 〇学校からの連絡が確実に届くように、学校へ届け出ている連絡先に変更がありましたら、速やかに担 

  任までお知らせください。 

◆今後都の感染状況や本校の感染状況によっては、上述の内容や取組について大幅な変更を余儀なくさ

れることが十分に考えられます。保護者の皆様には急な通知になることがあるかと思いますが、ご理解の

ほどよろしくお願いいたします。 


